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株式の分割（無償交付）に関するお知らせ 
 
 平成１５年１１月２５日開催の当社取締役会において、株式の分割（無償交付）に関し、下記のとおり決議い

たしましたので、お知らせいたします。 
 
 

記 
Ⅰ．株式分割について 
１．株式分割の目的 
  投資単位の引下げと流通株式の増加により、投資しやすい環境の整備と当社株式の流通活性化および株主数

の増加を図ることを目的とする。 
２．平成１６年２月２０日（金曜日）付をもって、次のとおり普通株式１株を１．５株に分割する。 
 （１）分割により増加する株式数 
   普通株式とし、平成１５年１２月３１日（水曜日）最終の発行済株式総数に０．５を乗じた株式数とする。 
 （２）分割の方法 
   平成１５年１２月３１日（水曜日）〔ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成１５年

１２月３０日（火曜日）〕最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式１株につき 
１．５株の割合をもって分割する。 

３．配当起算日 
  平成１６年１月１日 
４．その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 
５．行使価格の調整 
  株式の分割に伴い、ストックオプションの行使による株式の発行価格を、次のように調整いたします。 

 調整後行使価格 調整前行使価格 
第１回ストックオプション １，０３２円 １，５４７円 
第２回ストックオプション ５５９円 ８３８円 

 



 

 

【ご参考】 
１．分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、今後分割基準日までの間にストックオプション

の権利行使により発行済株式数が増加する可能性が有り、分割基準日現在の発行済株式総数が確定できない

ためであります。 
２．株式分割後の発行済株式総数は、平成１５年１１月２５日現在の発行済株式数を基準として計算すると次の

とおりとなります。 
  ・平成１５年１１月２５日現在の発行済株式総数           ４，２９０，０００株 
  ・今回の分割による増加株式数                   ２，１４５，０００株 
  ・株式分割後の発行済株式総数                   ６，４３５，０００株 
３．株式分割によります資本金の増加はありません。 
４．平成１６年６月期の期末配当金につきましては、株主の皆様の、日頃のご支援、ご期待に添うべく、平成 
１５年８月２０日発表の１５円に５円増配し、１株（分割後）当たり２０円を予定しております。 

 
以  上 


